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東町⊥－  

臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律（平成21年法律第83号）の概要  

1 臓器摘出の要件の改正   

移植術に使用するために臓器を摘出することができる場合を次の①又は②のい   

ずれかの場合とする。  

① 本人の書面による臓器提供の意思表示があった場合であって、遺族がこれを   

拒まないとき又は遺族がないとき（現行法での要件）。  

② 本人の臓器提供の意思が不明の場合であって、遺族がこれを書面により承諾   

するとき。  

2 臓器摘出に係る脳死判定の要件の改正   

移植に係る脳死判定を行うことができる場合を次の①又は②のいずれかの場合   

とする。   

① 本人が   

A 書面により臓器提供の意思表示をし、かつ、   

B 脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合   

であって、家族が脳死判定を拒まないとき又は家族がないとき。   

② 本人について   

A 臓器提供の意思が不明であり、かつミ  

B 脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合   

であって、家族が脳死判定を行うことを書面により承諾するとき。  

3 親族への優先提供   

臓器提供の意思表示に併せて、書面により親族への臓器の優先提供の意思を表   

示することができることとする。  

4 

国及び地方公共団体は、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供す  

る意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができる   

こととする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるもの   

とする。  

5 検討   

政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されるこ   

とのないよう、移植医療に従事する者が児童に対し虐待が行われた疑いがあるか   

どうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に閲し検   

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  
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臓器の移植に関する法律（現行法）と改正法 比較表  

現行法   改正法   施行。 

○当面見合わせる（ガイドライン）   ○臓器の優先提供を認める   

親族に対する優先提供  平成22年1月17日   

○本人の生前の書面による意思表示があり、  ○本人の生前の書面による意思表示があり、  

家族が拒否しない又は家族がいないこと  
家族が拒否しない又は家族がいないこと  

脳死判定・  
（現行法と同じ）  

臓器摘出の要件  
又は  

○本人の意思が不明（拒否の意思表示をして  

いない場合）であり、家族の書面による承  

諾があること   

○’ほ歳以上の者の意思表示を有効とする  ○年齢に関わりなし   平成22年7月17日   
小児の取扱い  

（ガイドライン）  

○虐待を受けて死亡した児童から臓器が提  
被虐待児への対応   （規定なし）  

供されることのないよう適切に対応   

○遷幸云免許証等への意思表示の記載を可能  
普及・啓発活動等   （規定なし）  

にする等の施策  



資料2－1  

厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会について  

【臓器移植委員会における検討】  

○ 厚生労働省は、臓器移植法の運用に当たり、臓器移植法に基づく手続等につ   

いて、   

q臓器移植法により委任を受けた事項について定めた厚生労働省令（脳死判定  

基準等）   

－運用上必要な事項について厚生労働省が定めたガイドライン（意思表示可  

能な年齢等）   

を定めているところである。   

これらを定める際には、専門家の意見を聴くため、臓器移植委員会（厚生科  

学審議会の下に設置）において、議論をお願いしている。  

※平成9年の臓器移植法施行に併せて、旧厚生省の公衆衛生審議会の下に設置。   

平成13年の厚生労働省発足に伴い、厚生科学審議会に移行。  

【今回の法律改正を受けた対応】  

○ 先の通常国会で一部改正法が可決・成立（7月17日公布）し、来年1月の親   

族優先提供に係る部分から順次施行となる。  

※施行日：平成22年1月17日（親族優先提供に係る部分）  

平成22年7月17日（小児からの臓器提供等に係る部分）  

○ 改正法の施行に向けて、まずは、年内にも、親族優先提供の実施に必要な事   

項について、ガイドライン等の改正が必要となる。  

○ 改正に当たっては、臓器移植委員会等における専門家の御議論をいただくと   

ともに、パブリックコメントを経た上で行う予定である。  
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【第二十六回臓器移植委員会の議事概要】  

○ 上記の背景から、臓器移植委員会の開催準備を進めた結果、平成21年9月  

15日に、一部改正法の公布以来、初めての委員会開催となった。  

○ 委員会では、今後の施行に向けた「検討課題」を提示するとともに、課題毎   

に作業班や研究班を設けて専門的な検討を行う方針を示し、了承を得た。  

※ 具体的には、   

且意思表示等に関する作業班（仮称）（親族の範囲、15歳未満の者による拒否の意思  

表示について等）   

t普及啓発に関する作業班（仮称）（ドナーカードの様式、普及啓発の方法等）  

・臓器毎による作業班（ドナー適応基準、レシピエント選択基準等）  

・厚生労働科学研究 研究班（小児の脳死判定基準等）   

により今後検討を行っていく。  

○ 親族への優先提供、小児からの臓器提供、普及啓発など検討を要する課題を、   

今後作業班等において検討を行う際に留意すべきと考える点等にづいて、各委   

員から意見を頂いた。  

○ 審議の過程で、親族優先提供の対象となる「親族」の範囲について、各委員   

より、国会における提案者の答弁を尊重し、「親子と配偶者」とすべきとの意見   

が出された。  

○ 今後は、臓器移植委員会の御意見を踏まえつつ、作業班において詳細な検討   

を行い、ガイドライン案を作成し、臓器移植委員会に報告する。  
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（別添1）  

「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」国会会議録抜粋  

（親族優先提供の範囲に関する部分）  

○ 平成21年5月27日衆議院厚生労働委員会 河野太郎君（提案者）  

（略）㈱度しをした親子、あるいは配偶者といった家族の中   

で、（略）。   

ガイドラインで、親子及び配偶者に限り、事前にそうした方がレシピ  

エント登録をされている場合、そしてドナーになる方が書面でその意思  

を明確にしている場合に限り、親子及び配偶者に対しては親族の優先提  

供を認めるこということで、かなり厳しい枠をはめて、その中に限り優  

先提供をこれは心情を考えて認める。（略）   

※ 親族に臓器の優先提供を認める規定（平成22年1月17日施行）   

（親族への優先提供の意思表示）  

第6条の2 移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を   

書面により表示している者又は表示使用とする者は、その意思の表示に併   

せて、墾墜に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示する   

ことができる。  
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資料2－2  

改正法の施行に向けた検討課題及び検討体制について  

平成21年9月15日  

疾病対策課臓器移植対策室  

巨二重垂垂頭  

Ⅰ．親族への優先提供に関する課題   

1 親族の範囲について  

2 親族への優先提供意思の取扱いについて  

3 あっせん手続きについて  

Ⅱ．小児からの臓器提供に関する課題   

1 小児の脳死判定基準等について  

2 被虐待児の取扱いについて  

315歳未満の者による拒否の意思表示について  

Ⅲ．本人が意思表示していない場合における臓器提供に関する課題   

1 意思表示していないことの確認について  

2 有効な意思表示ができない者の取扱いについて  

Ⅳ．普及啓発等に関する課題   

1 臓器提供意思表示カードについて  

2 意思表示登録システムについて  

3 普及啓発の対象者と啓発方法について  

4 普及啓発の内容について  

Ⅴ，その他   

1 ドナー適応基準及びレシピエント選択基準の見直しについて  

2 臓器移植に係る体制整備について  
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匡疲言寸体希叫（別紙参照）  

○ これまで、臓器移植法の施行に必要な事項は、以下の体制で検討を実施。  

①重要事項に関しては、厚生労働省（事務局）からの諮問等に応じ、厚生科学  

審議会疾病対策部会臓器移植委員会で審議  

② ①の審議に当たり、専門的な観点からの検討が必要な事項については、事務  

局において「作業班」の意見を聴きつつ検討課題等を作成  

③ また、医学的な知見の収集等が必要な事項には、厚生労働科学研究も活用  

○ 改正法の施行に向けた検討についても、親族への優先提供、小児からの臓器提   

供、児童虐待の確認等、専門的な検討が必要となるため、上記の体制で検討を行   

うこととしてはどうか。  

3．改正法の施行に向けたスケジュール   

施行期日は公布の日から起算して1年を経過した日（平成22年7月17日）である  

が、親族優先提供に係る部分については、公布の日から起算して6月を経過した日（平  

成22年1月17日）である。   

このため、当面は親族優先提供に係る事項について、作業班からの報告等を踏まえ  

て審議し、その後、残された論点について、順次検討してはどうか。  

平成21年  

7月17日  改正法の公布  

〔臓 

9月～  器移植委員会（月  

各作業班（適宜）  

厚生労働科学研究班  

検討  

パブリックコメントなど  

省令、ガイドラインの改正  

平成22年  

1月17日  改正法一部施行（親族優先提供）  

信 

器移植委員会（月1  

作業班（適宜）  

生労働科学研究班  

検討  

パブリックコメントなど  

省令、ガイドラインの改正  

7月17日 改正法の全面施行  
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主な検討課題  
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○親族の範囲について  

○親族への優先提供意思の取扱いについて  

○あっせん手続きについて  

○親族の範囲について  

015歳未満の者による拒否の意思表示にづいて  

○有効な意思表示ができない者の取扱いについて等  検
討
内
容
の
報
告
 
 

○小児の脳死判定基準等について  

○被虐待児の取扱いについて  

015歳未満の者による拒否の意思表示について  
○ドナーカードの様式について  

○意思表示登録システムについて  

○普及啓発の方法について  

○小児の脳死判定基準について  

○臓器提供施設の体制整備について  等  

（脳死下での小児臓器提供を行う施設としての要件）  

研究代表者二貫井英明先生  

研究分担者：横田裕行先生、山田不二子先生  

畑澤順先生  

研究期間：平成21年度  



資料3（1）  

厚生労働省における移植医療の  

普及啓発に向けた主な取り組み  

移植医療は、通常の医療とは異なり、臓器の提供があって初  
めて成り立つ医療であることから、脳死や臓器移植に対する  

国民の理解を深めることが不可欠であるため、社団法人日本  

臓器移植ネットワークや地方公共団体と連携をしながら普及  
啓発に向けた取り組みを推進してきているところ。   

【現行法】  

（国及び地方公共団体の責務）   

第3条 国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な   
措置を講ずるよう努めなければならない。  

【改正法】 一新たに次の規定が盛り込まれたところ。－－  

（移植医療に関する普及啓発等）   

第17条の2 国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する   
理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する   
意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとす   
る等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。  

1国民に対する普及啓発   

（1）臓器提供意思表示カード・シールの配布等   

①都道府県庁や市区町村役場、保健所、郵便局、運転免許試験センター  

等の公的機関、病院、薬局等の医療機関、コンビニ、スーパーなどの店  

舗等に配置など   

②健康保険の保険者等に対して、被保険者証の更新等の際の意思表示  

シール等の配布について、協力依頼  

協会けんぽにおいて、健康保険証の裏面に臓器提供の意思表示の記  

入欄の導入が図られている。（平成19年1月から順次）  

他、各市町村の国保及び健保組合等においても導入が進められて  

いる。   

③臓器移植法施行（平成9年10月）から本年3月までに、カード約1億  

2，200万枚、シール約4，000万枚を配布   

④平成17年10月よりカードのデザインを一新   

⑤臓器提供意思登録システムの整備   

（社）臓器移植ネットワークにおいて、平成19年3月から運用開始   



（2）臓器移植普及推進月間（10月）を中心にした普及啓発  

①臓器移植推進国民大会の開催（平成11年より毎年実施）   

主催：厚生労働省、開催地都道府県、（社）日本臓器移植ネットワーク  

②第4回世界移植デーの開催（平成20年9月20日：開催地大阪市）  

主催：日本移植学会 共催：厚生労働省、世界保健機関（WHO）  

③政府公報を活用した普及啓発（平成17年度より）   

【本年度の実施例】  

－テレビ：「キク！みる！」（フジテレビ）（平成21年10月9日放送）   

・新聞：一般紙及びスポーツ紙掲載（平成21年10月掲載）   

・インターネット：政府公報オンライン（平成21年10月掲載）   

・定期刊行物：厚生労働（平成21年10月号）   

（3）教育等における普及啓発   

①全国の中学3年生を対象にパンフレットを配布（平成16年度より）   

② こども霞ヶ関見学デーを活用した普及啓発（平成19年度より）  

♀医療機関等 関係者への普及啓発   

（1）院内コーディネーターの設置支援  

（2）医療関係者に対する研修  

（3）マニュアル作成の協力  

（4）シミュレーション実施に対する支援  

（5）ネットワークによる脳死判定等に関するDVDの作成・配布  

（6）臓器移植対策推進功労団体への厚生労働大臣感謝状の贈呈   

の 厚生労働科学研究における取り組み  

（スペインでの取り組みを参考にした、陪器提供希望者の意思を尊重出来るシステム構築等を  

目的とした研究）  

2   
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都道府県における臓器移植普及推進月間を中心にした  

移植医療の普及啓発に向けた主な取り組み  

1集会関係  

・市民に対する移植医療講座   

■ 中高生を対象とした命の学習会  

・臓器移植フォーラム  
・ドナー家族講演会  

・移植者スポーツ大会 等  

2 キャンペーン  

・街頭における意思表示カード、パンフレット等の配布  

・ポスターコンクール  

・パネル展   

・パレード  等  
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3 広報   

・県庁、保健所、病院等におけるポスター掲示  

・電光掲示板による推進月間の周知   

一 県広報番組通じた推進月間の周知  

・ケーブルテレビのテロップを活用した推進月間の周知  

・ラジオ番組を活用した移植医療理解の呼びかけ   

t ホームページを活用した移植医療理解の呼びかけ   

■ 広報誌を活用した推進月間の周知  

・バス車体広告を活用した推進月間の周知 等   

4 その他  

・オリジナルカードの作成  

・移植対策協議会の開催  

・県知事感謝状の贈呈  
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資料3 （2）  

移植医療の推進を図るための普及啓発事業   

～全国統一の一般向け普及啓発～   

1．移植に関する正しい知識や権利の周知   
→ 知らない方に不利益にならないような環境作り   

2．臓器提供意思表示カード・シールの配布   

インターネットを通じた臓器提供意思登録システムの運用   

→ 本人意思の実現（脳死臓器提供）に不可欠な  

意思表示の促進   

3．子ども達、学生への教育   

→ 互いの意思が尊重できる家族と社会の成立  

ノ叩“7 りrg‘′〃 7ナ〟／TYフJ〔＝Jヽ‘巾…J→九   



普及啓発事業の具体的活動   

1．移埴に関する正しい知識や権利の周知  
ホームページでの情報発信  

脳死臓器提供時のマスコミヘの情報提供  

新聞・雑誌■本イ∨うジオ・映画等の取材協力  

公共広告、企業による支援キャンペーン展開  

2．臓器提供意思表示カード・シールの配布   

カードtシール設置箇所のメンテナンス、拡大   
意思登録カードの発行   

免許証暮保険証への意思表示（意思表示欄設置）促進  

3．子ども達、学生への教育   

中学生用小冊子、講師用CD付き解説セットの配布   

講師派遣、学生訪問の受け入れ   

小・中学校掲示板用ニュースの発行  

J叩〃〃 りl‘g′J／7 ハ■JJ〃．＼J）／‘J〃J＼′－ビn“r人  
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資料名  
内容   設置一配布場所   閲覧・入手方法  

（平均的な  自治体窓口、保  
年間配布数）  倒所、郵便局．免  

許払儀センター、  入手  
コンビ＝エンスス  

トアに設遭   

意思表示カート  本人の意思表示   
シール  

○   ○   ○   ○  

（700万部）  ー ■、ヽ ざ‘Y－．こ二‘〉叫｝  

リーフレット  意思表示の方法を解説  
（900万部）   ー▼  した簡易なパンフレット   

○  ○  

意思表示カード  郵便局 コンビニなど  
封入セット  店舗設置用カード・シー  

○   ○   ○  

（150万部）  ㍍「二二牒   ルセロハン封入セット  

小冊子  主に中学生レベル・－  

（50万部）  般の方を対象とした解  
○   ○   ○  

説書  

手記のシリーズ   移植者・臓器提供者な  
thinktransplant  ∴L．・  どの手芸己（年2－3号）  

○   ○  

（20万却／号）   Vol．11まで発行済  
‡「十、  

日本の移植事情  大学生など詳しい内容  
（3万部）  を知りたい人を対象とし  

○   ○  

た解説書  

資料名  画像   内容   設置・配布場所   閲覧・入手方法  
（平均的な  

年間配布数）  自治体窓口、保  
他所、郵便局、免  
軒lま農センター、  る入手  
コンビニエンスス  
トアに詮覆   

絵本リーフレット  小学生レベルを対象と  

（5，000部）  した組み立て式バンプ  
○   ○  

－‖■一†‾三1   一山    レット  

ニュースレター  

（1二㍉000部）   象とした各臓器ごとの  
○   ○  

移植の実績に関する  

頂   移植希望登録者を対   データをまとめたバン フレツト  
日本の移植事情  r日本の移植事情」と、  

解説書  その内容に沿って解説  
○  

録  
（500部）   できる画像と解説書を  

セットにしたもの  

ポスター   正会員施設、店舗やイ  

（三万部）  ■■→▼  ベント会場などに掲示  
○  

◆  ：  

その他：カード設置箱、小冊子設置箱、風船、啓発用ステッカー、グリーンリボンバッジなど  

抱了 ー・ノl▼ヽr  

力四川′ノ′・gr′〃れ・附〆…仁＼▼血〃′・ん  鴇   
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普及啓発事業の展開  

行政との連携   

厚生労働省との普及啓発  
文部科学省の協力による  

企業・団体による支援   

企業によるキャンペーン  

企業の社員啓発、社会貢献活動  
組合健康保険・協会けんぼ被保  
険者証への意思表示の取組み  
移植施設、透析施設でのカード  
設置  

患者団体との啓発活動   

全国中学5年生への小冊子配布  

郵便局でのカード設置  
運転免許センターでの設置  

J（）m  

地域での取り組み（都道府県瑠′くンケ都道府県払）   

都道府県庁、市区町村役場、保健所等でのカード設置  
国民健康保険被保険者証への意思表示の取組み  
成人式でのカード配布  
都道府県Coによる学校等への講演および啓発活動  

・ニー   

′⊥ニ＿  、11■  ん〃√川 り′官〟′7 什′川・Ⅴ，／r〃汀 ′ヽ■‘′川…・人  
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企業グループの店舗等に意思表示カードを設置  

～24時間身近な場所で入手可能～  

ローソン（9，000カ所）  

民間初、臓器移植対策推進功労者として厚生労働大臣より感謝状の授与  
平成11年より他社に先駆けて全国店舗一斉設置  

平成20年11月一斉再設置  阿で¶－一 

イトーヨーカドー（200カ所）  

平成20年6月一斉再設置  

（社）日本ホテル協会（全国226カ所）  

平成20年6月のホテル一斉設置  

サークルKサンクス（6，100カ所）  
平成20年12月一斉再設置  

セブンイレブン（12，000カ所）  

平成21年6月一斉設置  

映画館（210カ所）  

平成21年10月一斉設置  

イオングループ（ジャスコ等1，300カ所）  

平成21年10月一斉再設置  
蒐ご  

ん叩√ノ，即〃7ナ‘岬J佃＼・亡・佃ん   
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普及啓発の現状把握†分析  

・内閣府世論調査（平成10年～2年に1回）の結果分析  
関心の有無、認知度、所持率、記入率、提供したい・したくない、情報を得て  

いるか等国民の意識の把握   

・一般・マスコミ対応での現状把握   

日常業務における問合せ内容から情報発信内容の必要性の把握と対応  

・広報委員会（毎年1～2回）での分析・評価  
大手広告代理店マーケテイングプランナー、臓器提供家族、患者団体代表、  

各支部エリアの現状に詳しい医師等を迎え、意見交換および諮問   

一 公共広告・企業によるキャンペーン用調査・企画との協働  
ACジャパン（旧公共広告機構）・企業の支援によるキャンペーン等における広  

告代理店の企画・実施内容との協働  

ノ岬′川 り′甘‘川 れ・‘川上′坑J‖J，＼州側・／．  

普及啓発の新たな取組み  

1．意思表示力仰ン」の実施  
より確実に自分の意思を家族に伝えておくために自分の意思を2枚のカードに  

書いて家族に渡す呼びかけ。2枚1組の新たなデザインの意思表示カードの発行   

2．被保険者証の意思表示欄設置  
国保、組合健保、協会けんぽ（旧政府管掌保険）等による被保険者証への意  

思表示欄設置の取組み   

3．ACジャパン（旧公共広告機構）によるCM  
移植者の元気な姿を紹介し、移植医療の成果をPR   

4．企業の支援によるthinktransplamtキャンペーン  
全国5都市でのラジオ番組での呼びかけ、チャリティーライブ、オリジナルカード  

配布  

ぷきご  
弼  ・J叩√′′丁／ルg〃〃 71■〟′叩血′Tr＼ど仙川一人  

‘   
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被保険者証の裏面ヒ意思裏芸欄設置  

～ひとリ1枚の保険証に意思表示可能～  

浮腰旦墜 本人り射℃拭√）  蘭▲エコ  卜‖”‖＝・5 項Lユ柏‡凋保持宣餌講和臆n  

l  

州イ  

披保険者証  ト止2t）咋川ノ111＝い壬l・ア  

ユーつ：lll＝】211：1  ホこ：lユニ11Lh  

†．′l‾ ▲・・什  

〃［才．  絆†某 ふ髄  
▲l山■l一‖    鴫く句」車11 GJIL41  †1わl一斗  

告情敬紆l月‖ ・＝皮：㌃叫1（I＝ 川l   

tt㍉■lh作IIJ書l」．tl）く・t l   

■さItγ．上手 （lり M．．人ニM 

一 
－性二れ  

甘潔抑、】一こ一也、二・汀シー1、ト：リ∴明上／∴  

トン」I董lこは舞i吉信It醐l勺破エセ靂ロサも馬としく1tご州【ご土一兄′．，台場冨  

蜘）静写モ てEんた上てほ仰Lたい用岩をて囲んて＝子し、  
しl  

は．   

も●再It′」－’1～＝徒∴∴1kた刃∴川－1・・・．㌔．＝ てl叫左r玩㍗盲七IU‖リ  

j：1「：竃÷lニ・iドしL ＝∵ご、  

こ墟Ii・′l積・11韻111l■十川・lu＝．・｛いlと   

じ；こ く‘鎚く・1■◆－ナしでニl＝喜 移川ゝ【・州 て川ノLr。u」E芸】い里Ljい  
tl†山上㍉∵ぐてー；■r．．  

‘1u・lてじi，1丑■†キ・い＼1  

l・ ■∵■一＿tJ－■t   

！l卜■ぢ㌔  吾㌢．ql－I  】  

・平成20年10月～組織変更  

「政府管掌保険」（社会保険庁）→（全国健康保険協会）  

「協会けんぼ被保険者証」  

平成21年9月末までに、およそ3600万人に発行  

tJ√Jイブ′川「ノ7■g〟′一 汁‘J耶J）J〟〃J．＼’どハ＝′J・人  

骨  

＄   
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j7．6％  
40   

31．6％  

11）．5  

ウニヰ  
り．1l  
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普及啓発の方向性   

1臓器提供に関する理解は進んできている  

・個人の意思表示の促進と家族の理解が必要  

一 臓器移埴の正しい理解と広く「いのち」について   

みんなで「話す」ことの大切さ  

一人ひと財職名伽加抽α〃甲Jα〃りノだけで溶く   

よグ多ぐの人力官碩払倉九オ好さを症虐志度発  

・／哩′′′7／ノ′g〃〃 了1て肌叫／J〃J．＼’招ヽl竹「ん  
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グリーンリボンキャンペーン  

鼠 
話そう。  

大切な人と。  
移柏医療を応接する  

グリーンリボンキャンペーン  

・谷川真理さんをメッセンジャーに起用  

・記者発表、報道用基礎資料の作成  

・世界移植者スポーツ大会での移櫨者の姿をメ  
ディアを通してPR  

・新聞広告、東京メトロポスター掲示、タイアップ映  
画上映映画館でのカード設置  
・キャンペーンサイト   

（グリーンリボン検定による知識向上、、ピン′くッジ  
プレゼント、スクリーンセーバー、ブログパーツの  
取得、アンケートでの意見交換等）  

ダ ダ  

・ 一叩こ：■… ‥ ■ ‥∴…∴‥ 二 ■  

（社）日本臓器移植ネットワークのホームページ  

川品川仰山仏■しSlう吊∃◆て慎小川利一・iいH◆加疋l封．トキ」・1－ウ   

JOT ‖ミ：誓t；臆ごニー．。r；・lゝ王血…血I11c－1岬  

γブり「7 十 r   ‖1トー，1W¶  m   

＝環ユニけ柏＝〔■一    汁ニ；；ll】  弓i：｝；持り  
llりIr世・I  

Å  

去云そう。  

大切な人と  
■I■曳■■l，l■†乙  

■●■■．  ▲・・！1：∴ ■亡l・  

）いて刈ってもらう  

Iし■一にl●才1  

ゝ1」■〉rL′た  

と▲一一・■▲▲  ■ →  

越控笥  謀㌣聖チ  

脳死下で提供された芳…‥  5人  

・L傾停止i射こ一・ 圧〕人  

†封旦きれた一方  
棺植を貫けた方・・＝ 1雅人  

∴    ！ご  

吏馨左†一拍小出n別にリユト化．  

了rJ甘く必要仁一▼帽董繊定で声J寸 

‘   
虔も轟こニュニ  l■  

Ji餌らtl勤  

I r   二i⊥）81二崩ぶぷ亜ユ」エL二∬麗出題月息二三⊥主エエLl王営  
巣してい壬曾lつこノ  上ト 「l岬  
「二フリ二ニリボ＿・睾十ン∵二二」エ〔ごj二卜j＿嘉し丘∴  

卿ニノHこTリ工  
手卿  

貪、舞nふ、什一瞥   」しつ川1一つ一瞥ヘ   ノぺしノいIi‡Rハ   だ田地tR＿官／、  に故紙サ．，ニ  
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親族優先の施行に向けた普及啓発について   

【目的】  

親族への優先提供に係る規定については、平成22年1月17日より施行  

されることとなるが、それに向けて、より効果的な普及啓発活動を行うた  

めの内容及び手段等を検討する。   

【検討事項】  

（1）親族優先に関して周知すべき内容  

（2）効果的な普及啓発の手段  

【普及啓発の内容（案）】  

（1）施行時期：平成22年1月17日  

（2）法律に記載されている事項  

（3）親族の範囲  

（4）意思表示の方法  

（5）留意点：制度に関し、誤解無く理解して頂くために必要と考えられる事項  

例：親族確認に必要な書類  

提供を受ける親族は、事前にレシピエント登録が必要であること  

（6）その他  

注）内容の詳細については、現在、検討中の項目も含む。  

【普及啓発の手段】  

（1）現在普及啓発に用いている主な手段（資料3参照）   

①（社）日本臓器移植ネットワークホームページ  

②ポスター  

③パンフレット・リーフレット  

④ジャクラヴィジョン  

⑤新聞広告  

（2）過去普及啓発に用いたことのある主な手段   

①CM（フューチャーヴィジョン）   

②シール（タックシール、ステッカー）   


